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（＊１）団体割引30％・過去の損害率による割引30％・包括契約割引10％・健康経営割引5％（＊2）
（＊２）経済産業省が実施する、優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度による割引です。
（＊３）働きやすい職場認証制度（2020年8月に国土交通省が創設した、運転車職場環境良好制度の通称）に認証登録された事業者とし

て加入される場合、保険料を３％割り引きます。（ただし、健康経営割引が適用される場合は、本割引は適用しません。また、「地震・噴
火・津波危険保険料」部分を除きます。）

上記割引は、2023年10月１日始期契約から2024年9月1日始期契約にご加入された場合に適用されます。割引率は、毎年の加入数、損
害率等により見直されます。

全国中小企業団体中央会の
スケールメリットによる割安な保険料

労災事故での高額賠償に備える「使用
者賠償責任補償」を標準セット
●業務災害・通勤災害に伴う、企業および社長・役員個人
の法律上の賠償責任を最大１名あたり5億円／１災害
あたり10億円まで補償します。

精神疾患（メンタルヘルス疾患）・脳・心
疾患等の疾病や自殺を補償（＊４）
熱中症や日射病、通勤途上のケガも補
償（＊５）
（＊４）政府労災の給付が決定された場合に保険金をお支

払いします。
（＊５）業務中のケガはもちろん、熱中症・日射病等の「業

務に起因して生じた症状」を補償します。また、通
勤経路の通勤途上のケガも補償します。

従業員が育児休業を延長する場合の求
人採用費用、代替者の環境整備費用等
の保険金のお支払い（＊９）
（＊９）オプションで「育児休業延長時事業継続費用補償

特約条項」に加入し、補償対象者が育児休業の延長
を行い休業を開始し、その休業を開始した日から連
続して休業した期間が90日以上となる場合にかぎ
ります。

契約は補償対象者無記名式（＊６）（＊７）
（＊６）従業員、パート・アルバイト、建設業の下請負人の方

は、自動的に補償対象者です。
（＊７）事業主(役員)、貨物自動車運送事業の下請負人、構内

下請作業員、派遣労働者は、オプションで補償します。

従業員の皆様の健康増進等にも活用で
きる、健康経営アシストサービスの職場
復帰支援サービスがご利用可能（＊10）
（＊10）オプションで「三大疾病・介護休業時事業継続費用

補償特約条項」に加入し、本サービスの対象者であ
る従業員または役員の方が、三大疾病（がん・急性
心筋梗塞または脳卒中）介護により同条項に規定
する保険金の支払対象となる事由に該当したとき
にご利用いただけます。

三大疾病・介護休業時に企業が負担す
る社会保険料等の費用を補償（＊８）し、補
償サービスの両面で「健康経営」「仕事と三大
疾病（がん・急性心筋梗塞または脳卒中）治療・
家族介護の両立」を支援
精神疾患（メンタルヘルス疾患）による
休業時の補償も追加可能（＊８）
（＊８）オプションで「三大疾病・介護休業時事業継続費用

補償特約条項」、「精神障害追加補償特約条項」、「メ
ンタルヘルス等業務上疾病対策費用補償特約条項」
に加入した場合に補償します。ただし、付帯できな
いケースがあります。

政府労災の給付決定を待たずに企業に
保険金のお支払が可能（＊１）（＊２）（＊３）
（＊１）精神疾患(メンタルヘルス疾患)、脳疾患・心疾患等

は、政府労災の給付が決定された場合にお支払い
します。なお、使用者賠償責任については政府労災
の決定を待つ場合があります。

（＊２）法定外補償規定による見舞金・弔慰金として被災
者やそのご家族にお渡しいただけます。

（＊３）ご加入時に「業務災害総合保険契約の締結等に関
する確認書」をご提出いただきます。補償対象者代
表の方の署名が必要です。

※本チラシは、全国中小企業団体中央会を契約者とする業務災害総合保険団体契約の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたって
は、必ず｢パンフレット兼重要事項説明書｣をよくお読みください。保険の内容の詳細は、契約者である団体の代表者の方にお渡ししてありま
す保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
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建設業の場合、「経営事項審査制度」の
加点ポイント

9

パワハラ・セクハラ・マタハラ行為に対す
る管理責任や不当解雇等に伴う、企業、
社長・役員個人および管理職の法律上
の賠償責任を最大1億円まで補償
（＊11）
（＊11）オプションで「雇用関連賠償責任補償特約条項」に

加入し、該当事故は発生した場合に補償します。た
だし、付帯できないケースがあります。
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11 保険料は全額損金処理（＊12）（＊13）の上、
満期時の保険料精算は不要
（＊12）個人事業主に対する保険料は除きます。
（＊13）今後の法改正により変更となる場合があり、実際の

税務処理につきましては税理士にご相談ください。
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加入は毎月受付中！


